
件　名： 橘地域認定こども園整備事業

質問№ 資料名 頁

1 実施要領 8

2 実施要領 10

3 様式5－3 23，24

質　問　書　１　に　つ　い　て　の　回　答

問題ありません。
なお、2次審査における実績について
は完了実績とします。

回答該当箇所

工事監理企業　ｂ平成25年4月
以降に・・・・・建築分野の工事
監理を元請けとして受注した実
績があること

質問事項

工事監理契約済で現在監理進行中物
件でもよろしいでしょうか

工事監理技術者　　a工事監理
業務管理技術者　ｂ平成25年4
月以降に・・・・建築分野の工事
監理に携わった実績があること

工事監理契約済で現在監理進行中物
件でもよろしいでしょうか

問題ありません。
なお、2次審査における実績について
は完了実績とします。

電気設備設計・機械設備設計
技術者の資格等提出書類

電気設備設計・機械設備設計技術者
の資格等提出書類につき、契約書類
でなく請求書などの書類でもよろしい
でしょうか？

問題ありません。

※実績についての考え方
橘地域認定こども園整備事業公募型プロポーザル実施要領「４　応募資格」の「（３）構成員の共通参加資格」の「イ　構成員の個別資格要件」及び「ウ　配
置技術者の資格要件」においては、受注し、完了していない物件についても実績として取り扱い、橘地域認定こども園整備事業優先交渉権者選定基準
「第４　第２次審査」の「２　提案書の評価」の「（１）実施体制に対する得点化方法」においては、完了している物件を実績として取り扱います。


